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(57)【要約】
【課題】外部から与えられる押圧力による半導体素子の
破壊が防止された半導体装置および半導体モジュールを
提供する。
【解決手段】本発明の半導体装置１０は、アイランド１
２と、アイランド１２の上面に実装された半導体素子２
０と、外部接続端子として機能するリード１４と、これ
らを一体的に被覆して機械的に支持する封止樹脂１６と
を主要に備えた構成となっている。更に、封止樹脂１６
を貫通して貫通孔２２が設けられており、この貫通孔２
２の周辺部の封止樹脂１６の上面は平坦な平坦部２４と
される。そして、半導体素子２０と重畳する封止樹脂１
６の上面は、平坦部２４よりも内側に窪む凹状部１８と
されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アイランドと、
　前記アイランドの主面に実装された半導体素子と、
　前記アイランドと前記半導体素子とを一体的に封止する封止樹脂と、
　前記封止樹脂を厚み方向に貫通して設けた貫通孔と、
　貫通孔の周辺部の前記封止樹脂の主面を平坦化した平坦部と、を備え、
　前記半導体素子と重畳する領域の前記封止樹脂の主面を、前記平坦部よりも窪ませた凹
状部とすることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記平坦部および前記凹状部が設けられる領域の前記封止樹脂は、他の領域よりも薄く
形成されることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記凹状部は、前記平坦部に連続して設けられることを特徴とする請求項２に記載の半
導体装置。
【請求項４】
　前記平坦部は、前記半導体素子が載置される領域を除外して設けられることを特徴とす
る請求項３に記載の半導体装置。
【請求項５】
　半導体装置と、前記半導体装置に当接する放熱手段とを備えた半導体モジュールであり
、
　前記半導体装置は、
　アイランドと、
　前記アイランドの主面に実装された半導体素子と、
　前記アイランドと前記半導体素子とを一体的に封止する封止樹脂と、
　前記封止樹脂を厚み方向に貫通して設けた貫通孔と、
　貫通孔の周辺部の前記封止樹脂の主面を平坦化した平坦部と、を備え、
　前記半導体素子と重畳する領域の前記封止樹脂の主面を、前記平坦部よりも窪ませた凹
状部とされ、
　前記半導体装置と前記放熱手段とは、前記半導体装置の前記貫通孔を貫通すると共に前
記半導体装置の主面を押圧する押圧手段により当接され、
　前記押圧手段は、前記半導体素子と重畳する領域を除外した部分の前記半導体装置の前
記平坦部に接触することを特徴とする半導体モジュール。
【請求項６】
　前記押圧手段は、前記半導体装置の貫通孔に挿入されたビスと、前記ビスの頭部と前記
半導体装置との間に介装されたワッシャであり、
　前記ワッシャの主面が前記半導体装置の前記平坦部に接触することを特徴とする請求項
５記載の半導体モジュール。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置および半導体モジュールに関し、特に、比較的大型の半導体素子が
樹脂封止されるリードフレーム型の半導体装置および半導体モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電源回路等を構成する半導体素子を樹脂封止した半導体装置が開発されている（例えば
特許文献１参照）。
【０００３】
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　図８を参照して、この種の半導体装置１００の構成を説明する。図８（Ａ）は半導体装
置１００の平面図であり、図８（Ｂ）は図８（Ａ）のＢ－Ｂ’線に於ける断面図である。
【０００４】
　図８（Ａ）および図８（Ｂ）を参照して、半導体装置１００は、半導体素子１０４と、
半導体素子１０４が実装されるアイランド１０２と、半導体素子１０４と接続されて一部
が外部に導出するリード１１０と、これらを一体に被覆して封止する封止樹脂１０８とを
備えた構成と成っている。
【０００５】
　半導体素子１０３は、例えばディスクリートのＭＯＳＦＥＴであり、裏面のドレイン電
極がアイランド１０２に接続され、表面のゲート電極が金属細線１０６を介してリード１
１０Ａと接続され、表面のソース電極が金属細線１０６を経由してリード１１０Ｃと接続
されている。
【０００６】
　また、封止樹脂１０８の側面からは、リード１１０Ａ～１１０Ｃが導出しており、これ
らのリードを実装基板に挿入することにより、半導体装置１００は差込実装される。
【０００７】
　半導体素子１０４として大電流のスイッチングを行う所謂パワー素子が採用されると、
半導体素子１０４から多量の熱が放出される。この熱による半導体装置１００の過熱を防
止するために、図８（Ｂ）に示す封止樹脂１０８の裏面はヒートシンクに当接される。こ
の場合、ビス等の押圧手段により封止樹脂１０８の上面を下方に押圧することにより、封
止樹脂１０８の下面はヒートシンクと熱的に結合される。
【特許文献１】特開２００１－３２０００９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記した半導体装置１００では、半導体装置１００をヒートシンクに当
接させるビスの押圧力により、半導体素子１０４が破壊されてしまう問題があった。
【０００９】
　具体的には、図８（Ａ）を参照して、半導体素子１０４の低オン抵抗および高耐圧を実
現するためには、半導体素子１０４の平面サイズを大きくすることが有効である。一方、
半導体装置１００の小型化および軽量化を実現させるためには、封止樹脂１０８およびア
イランド１０２の平面サイズは小さい方が良い。このことから、半導体素子１０４の平面
サイズは、封止樹脂１０８およびアイランド１０２よりも若干小さい程度となっている。
即ち、半導体装置１００全体に対して、半導体素子１０４の載置領域として用いられる部
分が占める割合が大きくなる。
【００１０】
　このことから、半導体装置１００の下面をヒートシンク等の放熱手段に当接させるため
に、図８（Ｂ）に示す封止樹脂１０８の上面を下方に押圧すると、押圧される領域の下方
に半導体素子１０４が配置されている。即ち、押圧手段が封止樹脂１０８を押圧する領域
と、半導体素子１０４が載置される領域とは重畳している。このことから、この押圧力に
より半導体素子１０４に大きなストレスが作用し、その結果、半導体素子１０４が破壊さ
れてしまう恐れがあった。
【００１１】
　また、半導体装置全体の薄型化の為に、半導体素子１０４を被覆する封止樹脂１０８の
厚みを薄くすると、上記した問題が顕在化する可能性が高い。
【００１２】
　本発明は上述した問題を鑑みて成されたものである。本発明の主な目的は、外部から与
えられる押圧力による半導体素子の破壊が防止された半導体装置および半導体モジュール
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
　本発明の半導体装置は、アイランドと、前記アイランドの主面に実装された半導体素子
と、前記アイランドと前記半導体素子とを一体的に封止する封止樹脂と、前記封止樹脂を
厚み方向に貫通して設けた貫通孔と、貫通孔の周辺部の前記封止樹脂の主面を平坦化した
平坦部と、を備え、前記半導体素子と重畳する領域の前記封止樹脂の主面を、前記平坦部
よりも窪ませた凹状部とする。
【００１４】
　本発明は、半導体装置と、前記半導体装置に当接する放熱手段とを備えた半導体モジュ
ールであり、前記半導体装置は、アイランドと、前記アイランドの主面に実装された半導
体素子と、前記アイランドと前記半導体素子とを一体的に封止する封止樹脂と、前記封止
樹脂を厚み方向に貫通して設けた貫通孔と、貫通孔の周辺部の前記封止樹脂の主面を平坦
化した平坦部と、を備え、前記半導体素子と重畳する領域の前記封止樹脂の主面を、前記
平坦部よりも窪ませた凹状部とされ、前記半導体装置と前記放熱手段とは、前記半導体装
置の前記貫通孔を貫通すると共に前記半導体装置の主面を押圧する押圧手段により当接さ
れ、前記押圧手段は、前記半導体素子と重畳する領域を除外した部分の前記半導体装置の
前記平坦部に接触することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の半導体装置および半導体モジュールによれば、押圧手段により押圧される封止
樹脂の主面の一部を窪ませて凹状部としている。また、この凹状部は、封止樹脂により封
止される半導体素子と重畳する領域に形成されている。この様にすることで、半導体素子
が配置された領域と重畳する封止樹脂の主面は、ビス等の押圧手段により押圧されない。
結果的に、押圧手段による押圧力が半導体素子に作用することが抑制されて、半導体素子
の押圧力による破壊が防止される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１を参照して、本実施の形態に係る半導体装置１０の構成を説明する。図１（Ａ）は
半導体装置１０を示す平面図であり、図１（Ｂ）は図（Ａ）のＢ－Ｂ’線に於ける断面図
である。
【００１７】
　図１（Ａ）および図１（Ｂ）を参照して、半導体装置１０は、アイランド１２と、アイ
ランド１２の上面に実装された半導体素子２０と、外部接続端子として機能するリード１
４と、これらを一体的に被覆して機械的に支持する封止樹脂１６とを主要に備えた構成と
なっている。
【００１８】
　アイランド１２は、厚みが０．６ｍｍ程度の銅等の金属から成る導電箔を、エッチング
加工やパンチング加工により所定形状に成形したものである。アイランド１２は、例えば
縦×横＝１２．０ｍｍ×１４．０ｍｍ程度の矩形であり、紙面上における上側の側辺を半
円形に切り欠いた形状となっている。この様に切り欠いた形状を呈した部分には、固定用
のビスが通される貫通孔が形成される。アイランド１２の紙面上に於ける下側の側辺の中
央部からは、外部に連続してリード１４Ｂが延在している。図１（Ｂ）を参照すると、ア
イランド１２を外部と絶縁させるために、アイランド１２の下面は封止樹脂１６により被
覆されている。また、アイランド１２の裏面を被覆する封止樹脂１６の厚みは０．４ｍｍ
程度と非常に薄いので、半導体素子２０が動作することにより発生する熱は、アイランド
１２および薄い封止樹脂１６を経由して良好に外部に放出される。ここで、アイランド１
２の裏面は必ずしも封止樹脂１６により被覆される必要はなく、放熱性の向上のためにア
イランド１２の裏面が封止樹脂１６から露出しても良い。
【００１９】
　リード１４は、内蔵された半導体素子２０と電気的に接続され、一部が外部に露出して
外部接続端子として機能している。また、複数あるリード１４の一部は、曲折加工が施さ
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れている。即ち、中央のリード１４Ｂは中間部が曲折加工されており、両端に位置するリ
ード１４Ａ、１４Ｃは、曲折加工されていない平坦な形状である。そして、リード１４Ａ
、１４Ｂ、１４Ｃの外部に導出する部分は、同一平面上に位置している。また、半導体装
置１０が実装基板等に実装される際には、リード１４の先端部を実装基板に設けた孔に挿
入することにより差込実装される。
【００２０】
　半導体素子２０としては、裏面に主電極を備えた半導体素子であり、具体的には、ＭＯ
ＳＦＥＴ（Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）、バイポーラトラン
ジスタ、ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）が採用される。更に、本実施
の形態では、半導体素子２０としては、電源回路を構成するものが採用されるので、例え
ば１Ａ以上の大電流のスイッチングを行うパワー系の半導体素子（パワー素子）が採用さ
れる。一例として、ＭＯＳＦＥＴが半導体素子２０として採用されると、下面のドレイン
電極が導電性固着材を介してアイランド１２の上面に接続され、上面のゲート電極は金属
細線３４を経由してリード１４Ａと接続され、上面のソース電極は金属細線３４を経由し
てリード１４Ｃと接続される。そして、リード１４Ａから供給される制御信号に基づいて
、半導体素子２０は、リード１４Ｂおよびリード１４Ｃを通過する大電流のスイッチング
動作を行う。ここで、半導体素子２０の厚みは、例えば２０μｍ～４００μｍ程度である
。
【００２１】
　更に、低オン抵抗および高耐圧を実現するためには半導体素子２０の平面サイズは大き
い方が好適である。図１（Ａ）を参照して、半導体素子２０の平面サイズは、例えば縦×
横＝６ｍｍ×８ｍｍ程度であり、載置されるアイランド１２よりも若干小さい程度である
。
【００２２】
　封止樹脂１６は、リード１４の一部、アイランド１２、半導体素子２０、金属細線３４
を一体的に被覆して全体を機械的に支持する機能を有する。封止樹脂１６の材料としては
、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂や、アクリル樹脂等の熱可塑性樹脂が採用される。また
、封止樹脂１６には、放熱性を向上させるために、粒状のシリカやアルミナ等のフィラー
が混入された樹脂材料から成る。更に、封止樹脂１６を厚み方向に貫通して貫通孔２２が
設けられている。この貫通孔２２は、半導体装置１０をヒートシンク等に取り付ける際に
ネジ止め用の孔として用いられる。また、封止樹脂１６の裏面は、ヒートシンク等の放熱
器に当接させるために、全面的に平坦面となっている。
【００２３】
　図１（Ｂ）を参照して、封止樹脂１６を部分的に貫通して貫通孔２２が設けられており
、この貫通孔２２の上面の周辺部は平坦部２４と成っている。そして、平坦部２４に連続
する部分の封止樹脂１６の上面を窪ませて凹状部１８が形成されている。
【００２４】
　平坦部２４は、貫通孔２２の周辺部の封止樹脂１６の上面を平坦に形成した部分であり
、ビスやワッシャ等の押圧手段が当接する部位である。この平坦部２４の下方には半導体
素子２０は存在していないので、平坦部２４に上方から押圧手段による押圧力が作用して
も、この押圧力はそれほど半導体素子２０に作用しない。
【００２５】
　凹状部１８が平坦部２４から窪む深さは、例えば０．２ｍｍ程度である。図１（Ａ）を
参照すると、この凹状部１８は、半導体装置１０の左側側辺から右側側辺まで連続して形
成されている。更に、凹状部１８は、半導体素子２０が載置される領域に重畳して設けら
れている。この様に、半導体素子２０と重畳する封止樹脂１６の上面を部分的に窪ませて
凹状部１８とすることで、ビス等の押圧手段が半導体素子２０に与えるストレスを低減さ
せることができる。この事項の詳細は、図２を参照して詳述する。
【００２６】
　更に、平坦部２４および凹状部１８が設けられる部分は、他の部分よりも肉薄とされて
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いる。この様にすることで平坦部２４をビス等の押圧手段により押圧しても、この押圧手
段の上方への突出を抑制でき、装置全体の厚みを薄型なものにできる。一方、金属細線３
４が形成される部分は、ループ状に形成される金属細線３４を封止樹脂１６により被覆す
る必要があるため、平坦部２４が形成される部分よりは厚く形成される。
【００２７】
　図２を参照して、次に、上記した構成の半導体装置１０が組み込まれた半導体モジュー
ル１０Ａの構成を説明する。図２（Ａ）は半導体モジュール１０Ａを示す平面図であり、
図２（Ｂ）は図２（Ａ）のＢ－Ｂ’線に於ける断面図である。
【００２８】
　図２（Ａ）および図２（Ｂ）を参照して、半導体モジュール１０Ａは、半導体装置１０
と、ヒートシンク２６と、回路装置を押圧することにより両者を熱的に結合させるビス２
８（押圧手段）とを備えた構成となっている。
【００２９】
　図２（Ｂ）を参照して、封止樹脂１６の平坦面から成る半導体装置１０の下面には、ヒ
ートシンク２６が面的に接触している。ヒートシンク２６は、銅やアルミニウム等の金属
から成り、半導体装置１０と面的に接触するために上面は平坦面であり、放熱性を向上さ
せるために下部は異形形状とされている。尚、ヒートシンク２６に替えて、金属から構成
されるセットの筐体を放熱手段として採用することも可能である。
【００３０】
　ヒートシンク２６の上面から孔部３２が形成されており、この孔部３２および半導体装
置１０の貫通孔２２を、ビス２８が貫通している。ビス２８は、周囲にねじ山が形成され
た柱状の柱部２８Ｂと、この柱部２８Ｂと連続した頭部２８Ａから成る。更に、ビス２８
の頭部２８Ａと半導体装置１０との間には、アルミニウム等の金属を円環状に成型したワ
ッシャ３０が介在している。即ち、ビス２８は、柱部２８Ｂにワッシャ３０が通された状
態で、貫通孔２２を貫通して孔部３２にネジ止めされる。そして、ワッシャ３０の上面は
ビス２８の頭部２８Ａに接触し、ワッシャ３０の下面が半導体装置１０の平坦部２４に接
触している。従って、ビス２８をヒートシンク２６に固定すると、ワッシャ３０が平坦部
２４に与える押圧力により、半導体装置１０の下面はヒートシンク２６の上面に当接され
る。
【００３１】
　図２（Ａ）を参照すると、ワッシャ３０が載置される領域は半導体素子２０と重畳して
いる。この様に両者を重畳して配置することにより、半導体装置１０の平面サイズを小型
にすることができる。しかしながら、封止樹脂１６の上面を単純な平坦面として、ワッシ
ャ３０により押圧力を加えると、この押圧力が半導体素子２０に与えるストレスが大きく
なり、結果的に半導体素子２０にクラックが入る等の故障が発生する恐れがある。これを
排除するために、本実施の形態では、半導体素子２０が実装され且つワッシャ３０が配置
される領域に対応する封止樹脂１６の上面を、部分的に窪ませて凹状部１８を形成してい
る。この様にすることで、ワッシャ３０による押圧力は凹状部１８に作用しないので、凹
状部１８の下方に位置する半導体素子２０に作用するストレスも緩和される。
【００３２】
　図３から図６を参照して、次に、上記した構成の半導体装置の製造方法を説明する。
【００３３】
　先ず、図３の平面図を参照して、所定形状のリードフレーム５０を用意する。リードフ
レーム５０は、エッチング加工またはプレス加工により形成され、１つの半導体装置とな
るユニットが複数個連結された状態となっている。具体的には、ここでは、ユニット５６
Ａ－５６Ｄの４つのユニットが示され、個々のユニットは、アイランド１２と、アイラン
ドに一端が接近するリード１４Ａ、１４Ｃと、アイランド１２から一体的に連続するリー
ド１４Ｂとから構成されている。また、各ユニットのリードの中間部と端部は、タイバー
５８により連結された状態となっている。
【００３４】
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　図４を参照して、次に、各ユニットに半導体素子を接続する。ユニット５６Ａを参照す
ると、アイランド１２の上面に半導体素子２０を実装する。半導体素子２０としては、バ
イポーラ型トランジスタ、ＭＯＳＦＥＴ、ＩＧＢＴ等のディスクリートのトランジスタが
採用される。半導体素子２０は、半田等の導電性の固着材を用いた接続または共晶結合に
より、裏面の電極がアイランド１２の上面に接続される。また、半導体素子２０の上面の
電極は、金属細線３４を経由してリード１４Ａおよびリード１４Ｃに接続される。
【００３５】
　図５を参照して次に、各ユニットを個別に樹脂封止する。図５（Ａ）は本工程で用いる
モールド金型６０の断面図であり、図５（Ｂ）は１つのブロック５４を金型に収納した状
態を示す平面図である。
【００３６】
　図５（Ａ）を参照して、本工程では、モールド金型６０を用いて封止樹脂を射出成形す
るトランスファーモールドを行っている。具体的には、モールド金型６０は、上金型６２
および下金型６４から成り、両者を当接することにより形成されるキャビティ６６の内部
に、アイランド１２、半導体素子２０および金属細線３４が収納される。そして、キャビ
ティ６６の側面に設けたゲートから、液状または半固形状の封止樹脂をキャビティ６６の
内部に注入し、加熱硬化することにより、樹脂封止の工程が行われる。
【００３７】
　また、アイランド１２の端部付近の上面および下面は、押圧部６８および押圧部７０に
より押圧された状態で厚み方向に固定される。押圧部６８は、上金型６２に設けられた可
動式のピンであり、樹脂封止工程の初期段階に於いては、アイランド１２の上面に接触し
ており、樹脂封止工程が進行すると、押圧部６８はアイランド１２の上面から離間する。
同様に、押圧部７０は、下金型６４に設けられた可動式のピンであり、樹脂封止工程の初
期段階では押圧部７０の上端はアイランド１２の下面に接触しており、途中段階からは押
圧部７０はアイランド１２の下面から離間する。樹脂封止工程の初期の段階で、アイラン
ド１２の厚み方向の位置を押圧部６８および押圧部７０により固定することで、樹脂の封
入圧によるアイランド１２の変位や変形が防止される。また、樹脂封止工程の途中段階に
て、押圧部６８および押圧部７０をアイランド１２から離間させることで、アイランド１
２の上面および下面が封止樹脂により被覆され、結果的に耐圧性および耐湿性が向上され
る。
【００３８】
　更に、上金型６２の内壁を部分的に下方に突出させて凸部７８が形成されており、この
部位を設けることにより図１に示す凹状部１８が形成される。
【００３９】
　図５（Ｂ）を参照して、リードフレーム５０に設けられた各ユニット５６Ａ－５６Ｄは
、個別にキャビティ６６Ａ－６６Ｄに収納されて、上記した樹脂封止が行われている。
【００４０】
　図６を参照して、樹脂封止の工程が終了した後のリードフレーム５０を示す。各ユニッ
トは封止樹脂１６により一体に封止された状態となっている。樹脂封止が終了した後は、
メッキ膜によりリードを被覆する工程、各ユニットをリードフレーム５０から分離する工
程、各ユニットの電気的特性を測定する工程、等を経て、図１に構造を示すような半導体
装置が製造される。また、図２に示す半導体モジュールを製造する場合は、ビスやワッシ
ャ等の押圧手段を用いて半導体装置の主面をヒートシンクに当接させて両者を熱的に結合
させる。
【００４１】
　図７を参照して、半導体装置の製造方法に用いられる他の形態のリードフレーム５０の
形状を示す。ここでは、額縁状の外枠５２が設けられ、上側の外枠５２と下側の外枠５２
とを連続させるように、タイバー５８が延在している。紙面上では、左側にユニット５６
Ａ－５６Ｄが一列に配置されてタイバー５８により連結され、右側にユニット５６Ｅ－５
６Ｈが一列に配置されてタイバー５８により連結されている。具体的には、ユニット５６
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Ａのリード１４Ａ、１４Ｂ、１４Ｃの中間部および端部が、タイバー５８と連続している
。同様に他のユニット５６Ｂ－５６Ｈのリードもタイバーと連続している。換言すると、
この図に示すリードフレーム５０では、ユニットがマトリックス状に配置されている。ま
たここで、横方向に隣接するユニットのリードは、千鳥状に配置されても良い。この場合
は、例えば、ユニット５６Ａのリード１４Ａ－１４Ｃと、ユニット５６Ｅのリード１４Ａ
－１４Ｃが対向して千鳥状に配置される。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の半導体装置を示す図であり、（Ａ）は平面図であり、（Ｂ）は断面図で
ある。
【図２】本発明の半導体モジュールを示す図であり、（Ａ）は平面図であり、（Ｂ）は断
面図である。
【図３】本発明の半導体装置の製造方法を示す平面図である。
【図４】本発明の半導体装置の製造方法を示す平面図である。
【図５】本発明の半導体装置の製造方法を示す図であり、（Ａ）は断面図であり、（Ｂ）
は平面図である。
【図６】本発明の半導体装置の製造方法を示す平面図である。
【図７】本発明の半導体装置の製造方法を示す図であり、他の形態のリードフレームを示
す平面図である。
【図８】背景技術の半導体装置を示す図であり、（Ａ）は平面図であり、（Ｂ）は断面図
である。
【符号の説明】
【００４３】
１０　　　半導体装置
１０Ａ　　　半導体モジュール
１２　　　アイランド
１４，１４Ａ，１４Ｂ，１４Ｃ　　　リード
１６　　　封止樹脂
１８　　　凹状部
２０　　　半導体素子
２２　　　貫通孔
２４　　　平坦部
２６　　　ヒートシンク
２８　　　ビス
２８Ａ　　　頭部
２８Ｂ　　　柱部
３０　　　ワッシャ
３２　　　孔部
３４　　　金属細線
５０　　　リードフレーム
５２　　　外枠
５４　　　ブロック
５６、５６Ａ、５６Ｂ、５６Ｃ、５６Ｄ、５６Ｅ、５６Ｆ、５６Ｇ、５６Ｈ　ユニット
５８　　　タイバー
６０　　　モールド金型
６２　　　上金型
６４　　　下金型
６６、６６Ａ、６６Ｂ、６６Ｃ、６６Ｄ　キャビティ
６８　　　押圧部
７０　　　押圧部
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７２　　　ポッド
７８　　　凸部
 

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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